
審議した議案一覧  2P
令和３年 第４回臨時会   3P
令和３年 第４回定例会   4P
一般質問　4人が町政を問う   6P
産業建設常任委員会 所管事務調査報告  10P
議会閉会中の議会活動   11P

第104号
吉田町議会

〒421-0395
静岡県榛原郡吉田町住吉87

TEL：0548-33-2141
令和４年２月発行

責任者　議長　大石 巌

吉田町成人式



～令和３年１０月および１２月に審議した議案一覧～
第４回臨時会および第４回定例会において計６議案を審議した

【令和３年第４回吉田町議会臨時会（会期：１０月１８日）】

【令和３年第４回吉田町議会定例会（会期：１２月１日～１５日）】

　補正予算１件、人事案件１件の計２議案を審議。全ての議案について原案のとおり可決・同意した。

　条例の改正１件、補正予算２件、規約の変更１件の計４議案を審議。全ての議案について原案のとおり
可決した。併せて、法令に基づく報告が１件あった。

＜町長提出議案＞

議案番号 議　案　名 概　要 審議結果

第６０号 令和３年度吉田町一般会計補
正予算（第８号）について

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金を活用し、商工会のプレミアム付商品
券発行事業に対する補助金、売上減少事業者に
対する応援金、保育園へのパソコン配備などを行
うもの

原案可決

第６１号
吉田町教育委員会の委員の任
命につき同意を求めることに
ついて

委員の退任に伴い、新委員の任命を求める人事
案への同意 同意

＜町長提出議案＞

議案番号 件　名 概　要 審議結果

第６２号 吉田町税条例の一部を改正す
る条例の制定について

地方税法などの改正が３月３１日公布したことに伴
い、扶養親族の範囲（国外居住親族）の改正な
どを行うもの

原案可決

第６３号 令和３年度吉田町一般会計補
正予算（第９号）について

広域施設組合の補正に伴う負担金の減額やふる
さと納税推進事業費、子育て世帯への臨時特別
給付金給付事業費、新型コロナウイルスワクチ
ン接種体制（３回目）事業費の増額など

原案可決

第６４号
令和３年度吉田町公共下水道
事業会計補正予算（第１号）に
ついて

令和４年度当初に着手予定の川尻南部汚水幹線
工事に係る債務負担行為の補正 原案可決

第６５号 榛原総合病院組合規約の一部
を変更する規約について

構成団体である牧之原市および吉田町の経費に
端数が生じないよう、支弁割合を％表示にするな
どの変更

原案可決

＜法令に基づく報告＞

第９号報告 専決処分事項の報告について（和解及びこれに伴う損害賠償額を決定することについて）
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一般会計補正予算（第８号）の主な内容
歳入歳出それぞれ１億０,０９８万円を追加し、１１９億５,７５８万円とする

歳 入

	 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	 ８,２９７万円

歳 出

商工業振興事業費補助金
（プレミアム付商品券発行事業に対する補助金）

５,５００万円
吉田町中小企業等県連携応援金

１,８００万円

	 パソコン借上料（各保育園・こども発達支援事業所）	 １,６８３万円

	 施設整備（各保育園・こども発達支援事業所のネットワーク改修）	 １,０４５万円

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
８
号
）　

質　

疑

商
工
費

問

第
３
弾
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
の
詳
細
な
結

果
が
出
て
い
な
い
中
、

第
４
弾
を
補
助
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
協
議
が
あ
っ
た
の

か
。

答

第
３
弾
の
暫
定
的
な

報
告
や
提
出
さ
れ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
が
好
評

だ
っ
た
こ
と
や
今
回
の

商
工
会
か
ら
の
要
望
な

ど
を
踏
ま
え
協
議
を
し

た
結
果
、
商
品
券
発
行

事
業
が
町
に
と
っ
て
最

良
と
判
断
し
た
。

問

第
３
弾
時
の
町
民
を

対
象
に
し
た
先
行
販
売

で
、
引
換
率
が
50
％
に

満
た
な
か
っ
た
要
因

を
、
町
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
か
。

答

商
品
券
の
販
売
の
時

期
が
関
係
し
て
い
る
と

考
え
る
。
第
４
弾
プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
使

用
期
間
は
年
末
年
始
を

含
む
た
め
、
引
換
率
が

増
加
す
る
と
考
え
る
。

問

商
品
券
以
外
に
、
例

え
ば
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
使
っ

た
ク
ー
ポ
ン
の
発
行
に

関
す
る
協
議
な
ど
は

あ
っ
た
か
。

答

商
工
会
と
協
議
が

あ
っ
た
。
ク
ー
ポ
ン
の

場
合
、
扱
え
る
店
と
扱

え
な
い
店
が
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
総
合
的

に
判
断
し
商
品
券
発
行

事
業
を
実
施
す
る
に

至
っ
た
。

教
育
委
員
会
の

委
員
の
任
命

中
村
成
宏
氏

同
　
意

新型コロナウイルス感染症対策に関する
補正予算（１億０,０９８万円）を可決

令和３年第４回臨時会
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子育て世帯への臨時特別給付金などに関する
補正予算（５億７，４６３万円）を可決

令和３年第４回定例会

一般会計補正予算（第９号）の主な内容
歳入歳出それぞれ５億７，４６３万円を追加し、歳入歳出それぞれ１２５億３，２２１万円とする

歳 入

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費
３,２０４万円

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金
２億３,６０８万円

ふるさとよしだ寄附金
３億０,５００万円

歳 出

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費
２,９１０万円

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費
２億３,５９１万円

ふるさと納税推進事業費
１億５,６０６万円

定例会（12月）の日程

	 １日	本会議　
	３日	議会改革推進会議
	６日	全員協議会
	８日	本会議
	 	総務文教常任委員会
	９日	本会議（一般質問）
	10日	産業建設常任委員会
	14日	議会運営委員会
	15日	本会議

子育て世帯への
臨時特別給付金とは

「コロナ克服・新時代開拓のた
めの経済対策」において、０歳
から高校３年生までの児童に、
１人当たり１０万円の給付を行う。
（令和4年3月31日までに生まれた
児童も対象）
（一部世帯を除く）

※町から児童手当を受給
していない世帯及び高校
生（16歳～18歳）のみを
養育する世帯は、給付金
受給に当たり申請が必要
となります。
　申請に当たっては、町か
ら個別に通知が届きます。

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
９
号
）　

質　

疑

民
生
費

問

子
育
て
世
帯
へ
の
臨

時
特
別
給
付
金
給
付
事

業
で
、
12
月
支
給
対
象

世
帯
以
外
へ
周
知
す
る

方
法
は
。

答

周
知
に
つ
い
て
は
国

か
ら
示
さ
れ
た
と
お

り
、
HP
や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
な

ど
を
活
用
し
全
対
象
者

に
向
け
て
行
う
。

消
防
費

問

町
内
512
カ
所
の
消
火

栓
の
内
、
老
朽
化
に
伴

い
今
回
３
カ
所
の
修
繕

を
す
る
と
い
う
こ
と
だ

が
、
老
朽
化
す
る
前
に

計
画
的
な
修
繕
が
必
要

と
考
え
る
が
。

答

定
期
的
に
点
検
は
し

て
い
る
。
予
防
保
全
は

今
後
考
え
て
い
く
。

今回修繕する消火栓
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第６２号議案　吉田町税条例の一部を改正する条例の制定
＜改正内容の概要＞
・　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用期限を令和９
年度まで延長する。（令和４年１月１日から施行）

・　個人の町民税に係る扶養親族の見直し。（令和６年１月１日から施行）

セルフメディケーション税制とは
本人または生計を一にする家
族がOTC医薬品を購入した際
に、その年間の合計額が税込
１２，０００円を超えた分（上限
８８，０００円）について、所得控除
を受けることができる。

令和３年度吉田町公共下水道事業会計補正予算（第１号）
今回の債務負担行為について
来年度工事について、債務負担行為を設定することで本年度から入札や契
約などの準備をすることができ、施工時期の平準化を図ることができる。

事項 期間 限度額
川尻南部汚水幹線工事 令和４年度 １億０, ７８０万円

反
対
討
論

（
山
内　

均
議
員
）

本
補
正
予
算
に
お
け
る
債

務
負
担
行
為
は
、
令
和
4

年
度
の
公
共
下
水
道
事
業

に
係
る
工
事
契
約
を
承
認

す
る
予
算
審
議
で
あ
る
。

限
度
額
の
算
定
根
拠
や
工

事
の
施
工
内
容
な
ど
が
示

さ
れ
た
資
料
も
な
い
中

で
、
本
補
正
予
算
を
審
議

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

賛
成
討
論

（
平
野　

積
議
員
）

債
務
負
担
行
為
の
限
度
額

の
算
出
に
つ
い
て
は
、
昨

年
度
の
債
務
負
担
行
為
に

お
け
る
限
度
額
と
契
約
時

の
予
定
価
格
を
比
較
し
て

も
大
き
な
差
異
は
な
い
こ

と
か
ら
、
信
頼
で
き
る
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、
債
務
負
担
行
為
を

設
定
す
る
こ
と
で
工
事
の

施
行
時
期
の
平
準
化
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
。

＜採決結果＞
議員番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

議
員
名

福
世
　
義
己

楠
元
由
美
子

盛
　
純
一
郎

中
田
　
博
之

山
口
　
一
博

蒔
田
　
昌
代

三
輪
美
由
紀

山
内
　
　
均

増
田
　
剛
士

八
木
　
　
栄

河
原
崎
曻
司

平
野
　
　
積

大
石
　
　
巌

賛成 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ＊
反対 ○ ＊

賛成多数で可決 　　　　　　　　　　　　　　　　　＊法令の定めにより議長に表決権はありません

質
　
疑

問

医
療
費
控
除
特
例
の

一
部
改
正
と
し
て
、
令

和
４
年
度
ま
で
の
適
用

期
限
を
令
和
９
年
度
ま

で
延
長
す
る
こ
と
で
、

ど
の
よ
う
な
方
に
ど
の

よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
の
か
。

　
　

ま
た
、
今
ま
で
に
利

用
さ
れ
た
方
は
い
る
の

か
。

答

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
を
利
用
し

て
受
け
ら
れ
る
所
得
控

除
が
、
要
件
を
満
た
せ

ば
令
和
９
年
度
ま
で
受

け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
　

今
ま
で
全
体
で
21
件

利
用
さ
れ
た
。
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問

医
療
従
事
者
が
常
駐

し
て
い
な
い
保
育
園
や

学
童
保
育
施
設
で
抗
原

簡
易
キ
ッ
ト
（
以
下
、

「
キ
ッ
ト
」
と
い
う
。）

を
使
用
す
る
こ
と
に

な
っ
た
場
合
、
保
健
セ

ン
タ
ー
か
ら
研
修
を
受

け
た
職
員
を
派
遣
す
る

こ
と
で
、
感
染
防
護
を

行
い
な
が
ら
適
切
な
検

査
が
で
き
る
と
考
え
る

が
。

答

キ
ッ
ト
検
査
の
研
修

を
受
講
し
た
施
設
職
員

の
下
、
対
応
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
で
、

必
ず
保
健
セ
ン
タ
ー
職

員
を
派
遣
す
る
と
い
う

想
定
は
し
て
な
い
。

問

小
学
校
４
年
生
以
上

の
児
童
生
徒
が
登
校
後

に
体
調
不
良
と
な
っ
た

場
合
、
本
人
と
保
護
者

が
同
意
す
れ
ば
キ
ッ
ト

を
使
用
す
る
考
え
は
あ

る
か
。

答

キ
ッ
ト
に
よ
る
検
査

は
簡
易
的
な
も
の
で
あ

り
、
医
療
機
関
に
お
い

て
確
定
検
査
を
再
度
行

う
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
時
点
で
は
キ
ッ

ト
の
使
用
は
考
え
て
い

な
い
。

　
　

し
か
し
、
感
染
状
況

の
悪
化
に
よ
り
医
療
機

関
が
ひ
っ
迫
し
た
場
合

は
、
キ
ッ
ト
使
用
を
含

め
対
応
を
検
討
す
る
。

問

無
償
配
布
さ
れ
た

キ
ッ
ト
の
使
用
期
限
が

切
れ
た
場
合
、
新
た
に

購
入
す
る
考
え
は
あ
る

か
。

答

感
染
状
況
に
よ
り
必

要
が
あ
れ
ば
購
入
を
検

討
す
る
。

問

災
害
時
に
避
難
所
へ

避
難
す
る
方
や
長
期
避

難
生
活
で
体
調
不
調
を

訴
え
る
方
へ
の
備
え
と

し
て
、
保
健
セ
ン
タ
ー

に
キ
ッ
ト
を
保
管
し
、

有
事
の
際
は
キ
ッ
ト
と

保
健
セ
ン
タ
ー
職
員
を

派
遣
し
検
査
す
る
考
え

は
。

答

キ
ッ
ト
に
つ
い
て
は

庁
舎
内
で
保
管
し
て
お

り
、
職
員
が
各
避
難
所

に
配
達
す
る
体
制
を
整

え
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
避
難
所
に
お

い
て
発
熱
等
の
症
状
が

あ
る
方
が
医
療
機
関
で

の
対
応
が
困
難
な
場
合

は
、
町
の
保
健
師
を
避

難
所
に
派
遣
し
キ
ッ
ト

を
使
っ
て
感
染
状
態
を

推
定
す
る
。

問

医
療
機
関
が
ひ
っ
迫

し
た
場
合
に
備
え
、
町

の
診
療
所
な
ど
に
キ
ッ

ト
を
配
布
す
る
考
え
は

あ
る
か
。

答

現
在
配
布
す
る
考
え

は
な
い
が
、
感
染
拡
大

し
た
場
合
に
は
関
係
機

関
と
連
携
し
で
き
る
範

囲
の
適
切
な
対
応
を
す

る
。

　

第
６
波
に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
や
医

療
機
関
の
ひ
っ
迫
を
防
ぐ
観
点
か
ら
、
国
・
県
か
ら
小
学
校
お
よ
び

中
学
校
な
ど
へ
簡
易
検
査
が
で
き
る
抗
原
簡
易
キ
ッ
ト
の
配
布
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
抗
原
簡
易
キ
ッ
ト
の
活
用
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

問
question

抗
原
簡
易
キ
ッ
ト
の
積
極
的
使
用
は

答
answer

感
染
状
況
に
合
わ
せ
適
切
に
対
応
す
る

中 田 博 之 議
員

抗原簡易キット
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問

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
（
学
習
面
）
に
防
災

情
報
が
あ
る
が
、
洪
水

発
生
時
に
自
宅
な
ど
は

ど
の
く
ら
い
の
浸
水
が

発
生
す
る
か
を
認
識
し

て
も
ら
い
、
い
ざ
と
い

う
時
の
対
応
を
自
分
で

考
え
て
も
ら
う
こ
と
が

重
要
で
は
な
い
か
。

答

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

（
地
図
面
）
に
あ
る
地
点

別
浸
水
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
（
浸
水
ナ
ビ
）

で
各
地
点
で
の
洪
水
状

況
を
調
べ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ

な
機
会
に
周
知
す
る
。

問

川
尻
地
区
に
千
年
に

一
度
の
津
波
で
も
乗
り

越
え
な
い
で
あ
ろ
う
防

潮
堤
が
完
成
す
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

安
心
感
は
、
同
時
に
危

機
意
識
の
希
薄
化
に
つ

な
が
る
。
啓
発
の
意
味

で
も
、
前
回
作
成
以
降

の
情
報
を
記
し
た
現
地

形
想
定
の
津
波
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
作
り
、
町

民
に
お
知
ら
せ
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
が
、

町
の
考
え
は
。

答

県
が
発
表
し
た
最
高

水
位
津
波
の
到
達
時
間

は
21
分
後
と
な
っ
て
お

り
、
現
行
の
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
の
水
位
変
化
時

系
列
グ
ラ
フ
と
は
異
な

る
が
、
町
は
県
よ
り
は

る
か
に
深
刻
な
被
害
想

定
を
し
て
お
り
、
新
た

に
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を

作
る
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。

問

地
域
防
災
指
導
員
連

絡
会
が
解
散
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
町
は
地
域

防
災
指
導
員
の
フ
ォ

ロ
ー
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

答

情
報
の
伝
達
、
各
地

区
の
情
報
交
換
や
活
動

内
容
発
表
な
ど
の
た
め

の
場
所
の
提
供
お
よ
び

講
師
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
研
修
な
ど
を
考

え
て
い
る
。

問

町
は
各
地
区
の
防
災

訓
練
を
実
地
で
見
て
い

な
い
。
計
画
や
反
省
を

提
出
さ
せ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
実
際
に
見
て

次
の
防
災
訓
練
に
対
し

て
助
言
す
る
よ
う
な
体

制
を
取
っ
て
ほ
し
い
。

答

検
討
す
る
。

問
question

地
域
防
災
指
導
員
の
活
動
を
是
と
考
え
る
か

答
answer

一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
が
、
更
に
育
成

平 野 　 積 議
員

　
東
日
本
大
震
災
発
生
時
に
は
日
本
全
国
で
防
災
意
識
は
高
ま
っ
た
。

し
か
し
10
年
が
た
ち
、
そ
の
意
識
は
下
が
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
の

懸
念
か
ら
、
ソ
フ
ト
面
で
の
危
機
管
理
に
関
し
て
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

や
自
主
防
災
会
活
動
な
ど
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

◎ 洪水に関する自宅等の浸水深を調べる方法（湯日川、坂口谷川）
　① 静岡県地理情報システム（静岡県ＧＩＳ）で検索
　　　（調べ方は「議会だより第99号（2020年9月）」に記載
　② 地点別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）で検索

※ 静岡県防災アプリから多くの防災情報が得られます。
　 そのリンクから静岡県ＧＩＳも見ることができます。
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問

町
が
所
管
す
る
道
路

や
橋
梁
・
河
川
な
ど
に

つ
い
て
現
在
、
ど
の
よ

う
な
内
容
や
頻
度
で
巡

回
や
施
設
点
検
が
行
わ

れ
て
い
る
の
か
。

答

最
も
日
常
的
な
も
の

で
、
職
員
二
人
一
組
で

の
各
地
区
を
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
し
た
定
期
パ
ト

ロ
ー
ル
を
週
一
回
行
っ

て
い
る
。
道
路
陥
没
の

有
無
や
堤
防
の
状
況
な

ど
を
確
認
し
て
い
る
。

問

当
町
に
お
け
る
、
設

備
点
検
や
簡
易
な
修
繕

を
行
え
る
土
木
技
術
者

育
成
の
現
状
は
。

　
　

ま
た
、
巡
回
や
点
検

を
民
間
に
委
託
す
る
考

え
は
。

答

担
い
手
不
足
が
深
刻

化
す
る
中
、
人
材
の
確

保
策
と
し
て
技
術
系
職

員
採
用
試
験
受
験
資
格

要
件
の
緩
和
や
工
業
高

校
へ
の
町
長
訪
問
、
国

土
交
通
省
と
の
人
事
交

流
に
よ
る
技
術
習
得
な

ど
を
実
施
し
て
い
る
。

　
　

民
間
委
託
に
つ
い
て

は
、
高
度
な
技
術
を
要

す
る
点
検
は
既
に
民
間

委
託
済
で
あ
る
。

　
　

巡
回
に
つ
い
て
は
、

早
期
発
見
・
早
期
対
応

に
よ
る
事
故
の
未
然
防

止
の
観
点
か
ら
、
現
在

は
職
員
に
よ
る
実
施
が

効
果
的
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

問

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ

ウ
ン
ト
な
ど
を
利
用

し
、
道
路
異
常
な
ど
を

レ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
う

住
民
通
報
シ
ス
テ
ム
の

運
用
を
開
始
す
る
自
治

体
が
増
え
て
い
る
。
当

町
に
そ
う
し
た
考
え
は
。

答

町
の
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

ア
カ
ウ
ン
ト
を
活
用
し

た
住
民
通
報
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
は
、
運
用
に

向
け
当
町
で
も
課
題
の

整
理
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
現
場
の

画
像
に
位
置
情
報
や
コ

メ
ン
ト
を
付
し
て
送
信

す
る
な
ど
、
職
員
間
で

は
既
に
試
験
的
運
用
を

実
施
し
て
い
る
。

　
　

時
期
に
つ
い
て
は
、

来
年
度
中
の
運
用
開
始

を
目
指
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

問

ＨＰ
と
連
携
し
た
町
内

工
事
情
報
や
道
路
の
交

通
規
制
情
報
の
公
式
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
発
信
が
開

始
さ
れ
た
が
、
こ
う
し

た
情
報
提
供
の
充
実
を

さ
ら
に
継
続
さ
せ
る
考

え
は
。

答

今
後
も
通
行
止
め
な

ど
、
町
民
へ
の
影
響
が

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る

工
事
情
報
の
発
信
に
は

積
極
的
に
努
め
て
い
き

た
い
。

問
question

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
使
っ
た
住
民
通
報
シ
ス
テ
ム
は

答
answer

来
年
度
の
運
用
を
目
指
し
、
課
題
を
整
理
中

盛　純一郎 議
員

　
町
内
の
道
路
や
橋
梁
な
ど
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽
化
が
懸
念
さ

れ
る
中
、
町
が
現
在
行
う
パ
ト
ロ
ー
ル
内
容
や
早
期
発
見
・
早
期
対
応

の
た
め
の
新
た
な
通
報
シ
ス
テ
ム
の
検
討
、
道
路
工
事
に
伴
う
交
通
規

制
情
報
の
さ
ら
な
る
発
信
拡
充
な
ど
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
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問

民
生
委
員
の
高
齢
者

見
守
り
の
対
象
に
、
70

歳
以
上
の
単
身
者
お
よ

び
夫
婦
世
帯
以
外
は
い

る
の
か
。

答

身
体
障
害
者
手
帳
１

級
お
よ
び
２
級
、
療
育

手
帳
Ａ
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
、

指
定
難
病
、
特
定
疾

病
、
小
児
慢
性
特
定
疾

患
の
医
療
受
給
者
証
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方

な
ど
が
い
る
。

問

県
は
令
和
元
年
12
月

に
民
生
委
員
・
児
童
委

員
協
力
員
制
度
を
創
設

し
た
。
こ
の
制
度
の
運

用
は
。

答

福
祉
ニ
ー
ズ
の
拡
大

や
な
り
手
不
足
が
生
じ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
民

生
委
員
の
活
動
を
補
佐

す
る
制
度
と
し
て
創
設

さ
れ
た
。
当
町
で
は
ペ

ア
サ
ポ
ー
タ
ー
が
委
嘱

さ
れ
、
民
生
委
員
と
の

同
行
訪
問
な
ど
の
活
動

を
し
て
い
る
。

問

ペ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
の

配
置
方
法
は
。

答

民
生
委
員
自
身
が
希

望
を
出
し
、
地
区
民
生

委
員
協
議
会
で
会
長
が

推
薦
書
を
県
に
提
出

し
、
県
が
決
定
す
る
。

　
　

一
人
の
民
生
委
員
に

対
し
一
人
を
配
置
す
る
。

問

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ

て
、
福
寿
会
と
い
う
団

体
の
メ
ン
バ
ー
が
地
域

の
高
齢
者
か
ら
ア
ン

ケ
ー
ト
を
取
り
な
が
ら

見
守
り
を
行
っ
た
。
非

常
に
有
効
な
手
段
で
あ

る
。
町
で
も
定
期
的
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
る
よ

う
な
制
度
は
作
れ
な
い

か
。

答

い
ろ
い
ろ
な
ア
ン

ケ
ー
ト
を
そ
の
都
度
、

角
度
を
変
え
な
が
ら

取
っ
て
い
る
。

問

地
域
の
見
守
り
に

は
、
町
内
会
の
組
ご
と

の
定
期
的
な
会
合
は
有

効
な
手
段
で
あ
る
。
組

ご
と
の
会
合
を
な
く
さ

な
い
た
め
の
情
報
発
信

は
で
き
な
い
か
。

答

近
所
の
付
き
合
い
で

情
報
を
共
有
す
る
こ
と

は
必
要
で
あ
る
。
近
所

付
き
合
い
が
希
薄
に
な

ら
な
い
た
め
の
方
法
を

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。

問

町
民
か
ら
の
相
談

は
、
役
場
の
ど
こ
に
つ

な
げ
ば
よ
い
の
か
。

答

担
当
課
へ
つ
な
い
で

ほ
し
い
。
不
明
の
場
合

は
、
福
祉
課
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
相
談
窓
口
へ
。

問
question

高
齢
者
・
生
活
弱
者
な
ど
の
見
守
り
は

答
answer

生
活
状
況
の
把
握
な
ど
に
努
め
て
い
る

山 内　 均 議
員

　
高
齢
者
や
生
活
弱
者
な
ど
を
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に

よ
る
生
活
不
安
か
ら
守
る
た
め
に
、
町
が
行
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
施

策
や
考
え
、
ま
た
民
生
委
員
法
に
基
づ
く
民
生
委
員
制
度
の
運
用
や

ペ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

ペアサポーター　　　(静岡県HP参照)

配　　置 民生委員・児童委員に１人まで配置可能
(希望制、主任児童委員は除く)

選　　任 民生委員
任　　期 ３年　(ペアとなる民生委員の任期まで)

活動内容 ・地域での見守り活動(簡易な訪問・同行訪問)
・民生委員への情報提供　・周知、啓発活動
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産業建設常任委員会報告
　　　土木事業等の要望について

【
委
員
会
の
意
見
】

①
要
望
書
の
受
付
か
ら
回
答

に
要
す
る
日
数

　
　
一
連
の
事
務
の
流
れ
は

過
去
に
町
と
自
治
会
と

の
協
議
を
踏
ま
え
た
上

で
行
っ
て
い
る
。
日
数

が
か
か
る
こ
と
も
あ
る

の
で
、
受
付
か
ら
回
答
ま

で
の
日
数
を
よ
り
短
く

す
る
こ
と
を
望
む
。

②
町
の
土
木
事
業
等
要
望
箇

所
調
書
に
対
す
る
実
施

状
況

　
　
要
望
に
対
す
る
担
当
課

の
取
組
に
つ
い
て
は
、
適

切
に
行
わ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
一
方
、
住
民
か

ら
は
依
然
土
木
要
望
に

対
す
る
不
満
の
声
が
あ

る
。
要
望
に
応
え
ら
れ

な
い
も
の
に
つ
い
て
、
町

の
よ
り
丁
寧
な
対
応
を

望
む
。

　
　
一
例
を
あ
げ
る
と
、
応

え
ら
れ
な
い
場
合
の
回

答
の
際
は
書
面
だ
け
で

は
な
く
、
対
面
や
電
話
等

口
頭
に
て
担
当
課
が
直

接
自
治
会
に
対
し
て
理

由
を
説
明
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

③
要
望
事
項
に
対
す
る
回
答

　
　
明
瞭
な
回
答
を
心
掛
け

て
い
る
こ
と
は
分
か
る

が
、
そ
の
回
答
が
相
手
に

正
確
に
伝
わ
る
た
め
の

取
組
を
町
全
体
で
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。

　
　
②
の
意
見
で
述
べ
た
回

答
の
方
法
と
併
せ
て
、
調

書
の
提
出
元
で
あ
る
自

治
会
に
対
し
、
町
の
土
木

要
望
に
対
す
る
取
組
や

要
望
に
応
え
ら
れ
な
い

こ
と
に
つ
い
て
の
説
明

会
開
催
や
新
た
な
ル
ー

ル
の
取
り
決
め
な
ど
を

行
う
こ
と
を
望
む
。

【
ま
と
め
】

　
町
に
寄
せ
ら
れ
る
要
望
の

多
く
は
町
の
姿
を
よ
り
良
い

も
の
に
す
る
も
の
で
あ
り
、町

も
懸
命
に
応
対
し
て
い
る
こ

と
は
確
認
で
き
た
。
そ
う
し

た
中
で
生
ま
れ
る
不
満
が
少

し
で
も
緩
和
さ
れ
る
よ
う
事

務
内
容
や
手
続
き
の
見
直
し

を
含
め
、町
と
自
治
会
が
よ
り

連
携
し
合
え
る
仕
組
み
作
り

を
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
委
員
長
　
蒔
田
　
昌
代

調 査 事 項

令和３年第３回定例会中において、上記の所管事務調査事項を決定し調査を行った。
調査結果を踏まえ、当委員会の意見およびまとめについて報告する。

土木事業等要望箇所調書事務処理フロー【全体】

各自治会

総務課から

要望調書受付

回答書提出※２

【所要日数】1日～31日【所要日数※１】4日～28日

回答書提出

【所要日数】1日～4日

要望調書配付
担当課 総務課

【（全体）標準所要日数】6日～63日

土木事業等要望箇所調書事務処理フロー【建設課内】

総務課
要望調書持参

各自治会

【所要日数】 【所要日数】 【所要日数】 【所要日数】

【所管】

即対応可

即対応困難

・メール

現場確認

・直営による道路穴補修

・業者との立会→補修等の指示

・公図等の調査

・土地台帳の調査

・島田土木事務所

・牧之原警察署等

国や県へ連絡国・県

民地

町（建設課）

【（建設課内）標準所要日数】4日～28日

※１：建設課の場合　　※２：直近で開催される自治会連合会定例会において回答書を提出

1日～4日 1日～10日 1日～10日 1日～4日

所管確認

（土地調査）

現場確認
資料収集
現場立会

対応 回答書作成
総務課へ

回答書提出

現場確認
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〜議会閉会中 
の議会活動

10
月

日 項目 会議内容など

４日 議会広報特別委員会 議会だより第１０３号の原稿確認などについて

１３日
議会運営委員会 第４回臨時会の運営について

議会改革推進会議 地域との懇談会の意見のまとめ（報告書）について

１８日
令和３年第４回吉田町議会臨時会 上程された２議案に対する質疑・討論・採決

全員協議会 提出された議案の内容確認

２０日 議会広報特別委員会 議会だより第１０３号の１次校正

２２日 議会運営委員会 第３回定例会の反省点について

２５日
総務文教常任委員会 所管事務調査（第６回目）

議会広報特別委員会 議会だより発行月の前倒しについて

２７日 産業建設常任委員会 所管事務調査（第５回目）

２９日 議会運営委員会 第３回定例会の反省、一般質問の取り扱い

11
月

日 項目 会議内容など
１日 議会広報特別委員会 議会だより第103号の２次校正

８日 議会改革推進会議 吉田町議会基本条例の精査について

11日 産業建設常任委員会 所管事務調査（第６回目）

17日 総務文教常任委員会 所管事務調査（第７回目）

18日 全員協議会 第４回定例会提出議案等について、当局からの報告を
受けた。

24日 議会運営委員会 第４回定例会の運営について

29日
議会運営委員会 第４回定例会の運営について

議会広報特別委員会 議会だより第１０４号のページ構成などについて

12
月

日 項目 会議内容など

15日
全員協議会 第３回および第４回定例会の反省点について

議会広報特別委員会 議会だより第104号の原稿編集

17日 議会広報特別委員会 議会だより第104号の原稿編集

21日 議会広報特別委員会 議会だより第104号の原稿編集

22日 議会改革推進会議 地域との懇談会について

24日 議会広報特別委員会 議会だより第104号の１次校正
※12月定例会中の活動はP4を参照してください。

11 よしだ議会だより 第104号



まちの話題

あ
と

き
が

　

令
和
３
年
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
振
り
回

さ
れ
た
年
で
、コ
ロ
ナ
関
連
の

議
案
も
た
く
さ
ん
審
議
し
ま

し
た
。

　

対
策
の
効
果
が
出
た
の

か
、少
し
ず
つ
で
す
が
開
催

さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
も
増
え
て

き
て
い
ま
す
。令
和
４
年
は

昨
年
以
上
に
賑
わ
い
を
取
り

戻
す
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま

す
。

　

健
康
で
元
気
に
過
ご
す
た

め
、引
き
続
き
コ
ロ
ナ
感
染

症
対
策
を
行
い
な
が
ら
、自

然
免
疫
力
の
向
上
が
見
込
め

る「
笑
う
・
旬
の
野
菜
果
物
を

食
べ
る
・
よ
く
眠
る
」こ
と
を

心
掛
け
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

（
Ｆ
・
Ｙ
）

議
会
広
報
特
別
委
員
会

委
員
長　

中
田　

博
之

副
委
員
長　

楠
元
由
美
子

委　

員　

福
世　

義
己

　
　
　
　
　

盛　

純
一
郎

　
　
　
　
　

山
口　

一
博

　
　
　
　
　

大
石　
　

巌

議会フェイスブックから情報を発信中。

https://www.facebook.com/yoshidachougikaiict
議会活動の様子をご覧いただき、ご意見をお寄せください。

こちらからどうぞ

（QRコード）

第１回定例会（３月）のご案内
　令和４年第１回吉田町議会定例会は３月に開催されます。
　傍聴にお越しいただく際は、手指消毒など、新型コロナウイルス感染予防および拡大防止策にご協力く
ださいますようお願いいたします。� 問い合わせ先　　議会事務局　３３－２１４１

ミニ門松づくり（住吉わっぱくらぶ・片岡きらめき塾）

新春交流会（吉田町商工会）

初日の出（川尻海岸）

吉田町消防団　出初式

※本紙に記載している数値につきましては、一部千円以下を切り捨てして万円単位で表記しています。
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